
「三重県自然環境保全条例施行規則」の一部改正について 
 

 

【改正の理由】 

 現行では開発行為の届出対象とならない、湖沼等に浮かべる浮体式や土地の造成を伴

わない太陽光パネルの設置についても、自然地（樹林地、農地、湿地、湖沼など）には

少なからず野生動植物の生息・生育がみられ、特に湖沼等には希少種の生息・生育して

いる可能性が高いことや、全面にパネルを設置した場合、太陽光が遮られ野生動植物の

生息・生育に何らかの影響が考えられることから、浮体式等太陽光パネルを届出対象と

し、既届出対象も含め、新たに「発電施設の設置」として追加するため、三重県自然環

境保全条例施行規則の一部を改正しました。 

 

【改正概要】 

 規則第３３条「届出を要する開発行為」のうち、「発電施設の設置」を追加すること

について一部を改正。 

 

 

三重県自然環境保全条例施行規則（昭和四十九年三重県規則第十号）【抜粋】  

 

第五章 開発との調整 

（届出を要する開発行為） 

第三十三条 条例第三十四条第一項の規則で定める行為は、次の各号に掲げるもの

とする。 

一 宅地の造成 

二 ゴルフ場、運動場その他これらに類する屋外運動競技施設の用地の造成 

三 遊園地その他これに類する屋外娯楽施設の用地の造成 

四 墓地の用地の造成 

五 鉱物の掘採又は土石の採取 

六 土地の開墾 

七 水面の埋立て又は干拓（公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号）第二条

第一項の免許を受けたものを除く。） 

八 発電施設の設置 

九 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認めるもの 

２ 条例第三十四条第一項の規則で定める規模は、前項各号に掲げる行為（実施主

体又は実施時期の相異にかかわらず、一体性を有すると認められるものをいう。）

の面積（樹林地、農地、湿地、湖沼等の自然地に限る。）の合計一ヘクタールと

する。 

     一部改正〔平成二八年規則七号〕  

資料２－５ 

 



 

開発行為の届出の概要 

 

                                                                                    

     事前相談       事前相談を行う際に必要な書類                              

                           １ 位置図（行為の場所を明らかにしたもの）             

               ２ 現況図（樹木、工作物の位置、周囲の状況等）         

               ３ 計画図（土地利用計画、建築物等の平面図、求積等）   

               ４ 現況の写真（行為地及び周囲を撮影したもの）           

                                                                                   

   書類審査によって    届出が必要となる要件                                      

     届出の要否を判定     １ 適用除外区域（自然環境保全地域、希少野生動植物監視 

                  地区、自然公園特別地域等）に該当しないこと         

                ２ １ヘクタールを超える規模の自然地（樹林地、農地、湿 

                  地、湖沼等）が含まれること                         

                            ３ 次のいずれかの開発行為であること                   

                 ・宅地の造成                                       

                 ・屋外運動競技施設（ゴルフ場、運動場等）用地の造成 

                               ・屋外娯楽施設（遊園地等）用地の造成               

                 ・墓地用地の造成                                   

                 ・鉱物の掘採、土石の採取                           

                 ・土地の開墾                                       

                 ・水面の埋立て、干拓                               

                               ・発電施設の設置 

                                                                                    

      届出にあたって     留意事項                                                  

      の留意事項         １ 希少野生動植物の種の保護に配慮しているか           

                 ・希少野生動植物種の範囲                           

                 ・希少野生動植物種の生息・生育状況の確認           

                 ・希少野生動植物種の保護対策                       

               ２ 緑地を確保しているか                               

                 ・緑地基準に基づき、緑地を確保                     

                 ・地域特性に配慮した樹種等の選定                   

      

   開発行為の届出  着手の３０日以前 

 


